
山
田
流
の
流
祖
を
探
ぐ
る

山

国

初

尾

一
、
朝
比
奈
角
右
衛
門
正
次
と
山
田
流

こ
の
記
事
は
西
南
郷
小
史
を
は
じ
め
、
小
笠
郡
誌
、

小
笠
郡
勢
要
覧
、

山獄
南
史
(
第
五
番
)
、
掛
川
誌
稿
、
掛
川
史
誌
、
高
天
神
城
戦
史
な
ど
に

み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
今
だ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
山
田
流
の
流
祖

を
さ
ぐ
る
。

西
南
郷
小
史
に
は
剣
客
朝
比
奈
角
右
衛
門
、
寛
永
年
間
の
人
な
り
正
次

と
接
す
剣
道
に
秀
て
里
人
を
教
へ
導
て
武
道
を
励
ま
せ
り
、
正
保
二
年
七

月
十
一
日
没
す
。
兵
雄
明
法
居
士
と
誼
し
小
塚
に
葬
る
。

さ
ら
に
西
南
郷
小
史
の
な
か
で
、
小
塚
に
つ
い
て
、
南
西
郷
字
池
ノ
谷

千
二
百
一
一十
九
番
の
地
に
在
り
朝
比
奈
角
右
衛
門
正
次
の
墓
な
り
、
正
次

は
寛
永
年
間
の
人
に
し
て
剣
道
を
能
く
し
、
其
先
は
伊
勢
の
国
多
下
郷
大

上
国
主
よ
り
出
づ
山
田
ヶ
谷
に
住
し
て
山
田
流
と
号
す
る
其
の
頃
掛
川
城

主
就
い
て
其
術
を
学
び
た
る
に
よ
り
其
の
団
地
十
六
石
を
半
免
に
為
し
た

り
と
言
う
。
又
、
朝
比
奈
姓
は
其
遠
祖
が
朝
比
奈
備
中
守
よ
り
賜
は
り
し

と
言
伝
ふ
。

き
て
、

山
田
流
の
遠
祖
を
探
ぐ
る
。
山
田
流
は
勢
州
多
下
御
所
大
上
国

主
よ
り
出
ず
と
記
さ
れ
て
い
る
。
勢
州
と
は
伊
勢
の
園
、
多
下
郷
と
は
、

多
気
、
多
芸
、
こ
の
ほ
か
多
下
、
多
解
と
も
書
く
こ
と
が
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
現
在
の
三
重
県
一
志
郡
美
杉
村
多
気
の
こ
と
で
あ
る
。

多
下
城
(
多
気
域
)
と
は
、
伊
勢
国
司
の
居
城
で
あ
っ
て
、
本
城
名
は

霧
山
城
で
あ
る
。

多
下
城
は
地
名
を
と
っ
て
レ
る
も
の
で
、
城
は
天
険
の

多
気
に
置
か
れ
て
い
る
。
城
の
こ
と
は
後
記
す
る
。

二、

多
気
に
触
れ
た
記
事
を
さ
ぐ
る
。

多
気
に
触
れ
た
記
事
は
多
く
な
い
。

O
応
仁
三
年
(
一
四
六
七
)
十
月
足
利
義
視
が
国
司
を
頼
っ
て
下
っ
て

き
た
様
子
は

「
十
月
の
初
め
、
帝
都
を
御
出
、
伊
勢
国
司
館
生
の
山
家
の

入
申
、
寂
寛
の
閑
居
、
御
本
懐
を
お
ぼ
え
た
り
)
と
あ
る
。
『
応
仁
略
記

下

』
た
だ
し
こ
の
生
の
山
と
い
う
の
が
多
気
の
こ
と
を
指
す
の
か
ど
う
か

は
分
ら
な
い
。

。
文
明
十
六
年
(
一
四
八
四
)
四
月
将
軍
の
伊
勢
参
宮
の
さ
い
多
気
に

立
寄
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
上
様
御
参
宮
御
宿
之
事
相
替
前
々
可
為
如

形
云
々
、
就
其
国
司
館
二
四
、
五
日
可
有
御
座
之
由
被
仰
下
し
と
あ
る
の

が
そ
れ
で
あ
る
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記

』

O

文
明
十
六
年
四
月
六
日
ま
た
、

「
明
中
西
道
今
在
多
気
国
司
之
館

云

」々

と
も
あ
る
。
『
煎
軒
目
録
」

O

明
応
八
年
(
一
四
九
九
)
と
永
正
三
年
(
一
五

O
六
)
に
は
多
気
館

の
焼
失
、
図
録
も
伝
え
ら
れ
る
。

O

大
永
一
一年

(
一
五
二
二
)
七
月
連
歌
師
宗
硯
は
奈
良
か
ら
伊
勢
国
に

赴
き
途
中
に
多
気
を
訪
れ
て
い
る
。

そ
の
経
過
を

「
夜
に
な
っ
て
多
芸
へ
行
っ
き
ぬ
か
れ
へ
は
管
領
の
御
文

あ
れ
ば
っ
け
侍
り
ぬ
。
又
の
あ
し
た
北
畠
の
少
将
家
に
参
る
御
対
面
あ
り

そ
れ
よ
り
い
そ
ぎ
た
ち
て
相
可
と
い
ふ
所
に
行
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
さ

の
わ
た
り
」
同
じ
時
に
宗
長
は
宗
硯
に
逢
い
面
吟
千
句
の
法
楽
を
し
、
山

田
な
ど
へ
行
っ
た
が
十
月
に
な
っ
て
多
気
で
二
、
三
日
逗
留
し
、
つ
い
で

に
泊
瀬
に
向
っ
た
。

。
、
永
禄
元
年
(
一
五
五
八
)
八
月
山
科
言
継
は
伊
勢
国
へ
旅
立
ち
飛
鳥

左
近
吾
の
書
状
を
多
気
へ
言
付
け
て
い
る
。
そ
の
時
の
様
子
を

「
至
多
気

以
上
山
路
也
中
刻
国
司
雑
色
次
木
新
右
衛
門
宿
ニ
着
了
」
と
言
っ
て

い
る

ご一
口
継
卿
記

』

O
永
禄
元
年
八
月
十
三
日
、
い
ず
れ
も
多
気
と
い
う
字
句
だ
け
が
記
事

が
あ
っ
て
も
寂
寛
と
か
山
路
な
か
の
言
葉
の
み
で
そ
こ
か
ら
受
け
る
印
象

と
し
て
は
、
辺
部
な
山
間
の
所
を
予
想
さ
れ
る
。

O
多
気
城
の
東
麓
に
は
北
畠
氏
の
館
が
存
在
す
る
館
を
中
心
と
し
て
、

そ
の
前
に
並
ぶ
武
士
屋
敷
と
か
寺
社
な
ど
の
景
観
は
天
保
十
二
年

(
一
八

-29-



四
一
)
の
著
で
あ
る
斉
藤
正
謙
の
「
伊
勢

国
記
略
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る。
。
多
芸
御
所
よ
り
半
町
許
西
北
に
禁
中

宮
あ
り
(
今
按
ず
る
に
下
多
芸
に
居
す
、

後
醍
醐
、
後
村
上
両
帝
を
奉
杷
す
。
此
迄

ハ
右
の
城
中
な
り
、
今
祭
礼
あ
る
由
な
り
)

又
、
一
町
許
南
の
聞
大
宮
を
初
め
諸
士

屋
敷
跡
、
あ
ま
た
あ
り
。

又
、
十
町
余
北
に
秋
山
、
朴
木
等
の
屋

敷
跡
あ
り
。
皆
々
畑
に
な
り
。

又
、
五
町
東
に
芝
山
、
奥
山
、
藤
方
の

屋
敷
跡
あ
り
。
但
、
藤
方
屋
敷
は
国
司
落

居
の
後
、
信
長
公
の
下
知
に
て
土
方
伊
兵
衛
五
、
六
年
住
す
。
今
は
畑
に

な
れ
と
も
堀
の
形
も
あ
り
、
半
町
四
方
の
屋
敷
な
り
。

又
、
五
町
北
西
に
当
て
下
り
、
松
八
幡
の
宮
あ
り
。
五
、
六
町
東
北
に

八
王
子
の
宮
、
蔵
王
権
現
の
宮
あ
り
。

又
、
十
二
町
西
北
に
元
弘
年
中
建
立
の
加
納
大
明
神
あ
り
。
北
畠
代
々

の
氏
神
也
。

又、

北
野
天
神
の
宮
稲
荷
山
あ
り
。

又
、
十
五
町
西
に
若
宮
八
幡
の
社
あ
り
。

又
、
廿
二
、
三
町
北
に
若
宮
天
王
あ
り
。

又
、
一
里
半
西
に
あ
た
り
て
、
山
王
の
宮
あ
り
。
其
外
寺
敷
は
所
々
数

多
し
、
御
所
の
城
山
七
聞
に
五
間
ほ
ど
続
く
。
西
山
に
遠
見
附
域
あ
り
。

鐘
棲
堂
の
跡
も
あ
り
。
大
和
国
の
見
附
城
の
跡
剣
か
峯
の
上
に
あ
り
。
御

所
の
南
方
な
り
。
御
所
よ
り
北
に
あ
る
大
山
は
経
の
峯
と
い
ふ
。
御
所
の

鬼
門
に
あ
た
る
故
一
宇
一
石
に
大
乗
妙
典
を
彫
付
け
納
る
塚
也
右
の
外
所

々
の
高
山
に
の
ろ
し
場
た
る
場
所
あ
り
。

又
、
霧
山
城
の
跡
比
津
村
に
あ
り
。

東
西
四
十
間
程
、
南
北
=
一
十
間
程
中
に
堀
切
あ
り
。

御
所
の
見
付
城
と
い
い
伝
へ
り
、
(
今
按
す
る
に
天
正
九
年
九
月
清
州
沙
汰

役
人
船
木
斉
藤
の
改
め
た
多
芸
寺
社
家
中
屋
敷
附
に
よ
る
と
、
す
べ
て
大
名

休
に
寺
社
共
に
二
百
六
十
軒
、
小
身
二
百
四
十
余
人
也
)
(
長
屋
税
度
)

一
一
、
城
下
の
武
士
の
数

城
館
地
を
形
成
す
る
主
な
階
層
は
武
士
で
あ
る
。
北
畠
氏
の
家
臣
は
、

永
禄
八
年
十
月
の
日
付
け
に
な
る

「
伊
勢
国
司
多
気
御
所
北
畠
家
臣
大
概

写
」
に
は

一
O
五
三
名
。

-
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
=
一月

「
勢
州
多
気
御
所
」
に
は
六
七
五
名
0

・
天
正
十
年
(
一
五
八
二
)
の
「
北
畠
氏
家
臣
帳
L

に
は
七
二

O
名
。

・
年
次
不
明
で
安
、
水
二
年
(
一
七
七
三
)
十
月
に
写
し
た

「
伊
勢
国
司

御
一
族
諸
侍
社
記
」
に

は
、
一
族
十
七
、
諸
侍
八
五
一
名
が
み
え
て
い
る
。

大
凡
七
百
名
か
ら
千
名
ぐ
ら
い
が
多
気
に
い
る
。

-
勢
州
軍
記
に
は
国
司
の
軍
勢
は
侍
九
千
人
う
ち
、

馬
上
千
五
百
騎
、

小
人
六
千
人
、
合
わ
せ
て
一
万
五
千
人
と
記
し
て
あ
る
か
ら
多
気
に
居
住

す
る
武
土
は
全
体
の
十
五
分
之
一
な
い
し
、
二
十
分
之
一
ほ
ど
と
な
る
。
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三
、
霧
山
城
の
概
要

霧
山
城
(
多
気
城
)
下
多
気
宇
宇
上
村

地

目

山

林

立

地

山

地

規

模

時

代

興

国

城

主

北

畠

氏

備

考

昭

和

十

一
年
九
月
三
日
国
史
跡
、
名
勝

下
多
気
の
標
高
六

O
O米
に
あ
る
、
北
畠
氏
の
本
城
で
興
国
=
一
年
(
一

三
四
二
)
顕
能
が
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
は
初
頼
街
道
に
沿
い
吉

野
へ
六
五
粁
、
神
宮
へ
四

O
粁
の
地
に
あ
り
、
館
か
ら
麓
の
屋
根
づ
た
い

に
登
れ
る
天
険
の
地
で
あ
る
。
そ
し
て
天
ヶ
岳
の
砦
に
警
鐘
を
置
き
、
丹

生
俣
に
通
ず
る
杉
峠
や
赤
穂
に
通
ず
る
障
路
越
口
に
砦
、
上
仁
柿
に
通
ず

る
植
坂
峠
に
関
所
、
小
川
に
通
ず
る
白
口
峠
口
下
ノ
川
に
通
ず
る
桜
峠
口

八
知
に
通
ず
る
比
津
峠
口
に
監
所
を
そ
れ
ぞ
れ
置
き
、
城
の
外
郭
と
し
た
。

本
城
に
は
米
倉
、
鐘
棲
堂
や
道
堺
が
配
置
さ
れ
、
城
切
と
土
塁
で
防
備

一
五

O
×
二
七

O
米



さ
れ
て
い
た
。

天
正
四
年
(
一
五
七
六
)
具
教
(
八
世
)
が
=
一
瀬
谷
で
殺
さ
れ
る
や

大
軍
が
白
口
峠
、
桜
峠
か
ら
拘
大
破
し
、
多
気
の
城
下
を
焼
き
払
い
霧
山
域

に
登
り
押
し
寄
せ
た
。

城
代
北
畠
政
成
は
よ
く
防
い
だ
が
衆
寡
敵
せ
ず
城
を
枕
に
討
死
し
、
廃

域
と
な
っ
た
。
城
は
南
北
が
急
斜
面
と
な
り
東
西
の
尾
根
に
堀
切
、
土
塁

な
ど
そ
の
ま
ま
当
時
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。

霧
山
城
は
い
わ
ば
詰
の
城
に
あ
た
る
も
の
で
、
平
生
の
館
は
現
在
の
北

畠
神
社
の
と
こ
ろ
に
北
畠
氏
館
(
多
気
御
所
)
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る。
四
、
北
畠
氏
館
の
概
要

北
白
田
氏
館
(
多
気
御
所
)
下
多
気
宇
耕
作

地

目

社

境

内

立

地

台

地

規

模

時

代

城

主

北

畠

氏

備
考
昭
和
十
一
年
九
月
三
日
国
指
定
文
化
財
、
史
跡
名
勝

概
要

多
気
神
社
の
境
内

一
帯
で
興
国
三
年
(
一
三
四
二
)
北
畠

顕
能
が
多
気
に
入
り
、
二
代
顕
泰
、
三
一
代
満
雅
、
四
代
教
具
、
五
代
政
郷

六
代
材
親
、
七
代
晴
具
、
八
代
具
教
、
九
代
信
意
(
百
六
房
)
の
府
城
で
「

多
気
御
所
」
と
呼
ん
で
い
た
。

ひ
と
つ

五
、
北
畠
具
教
郷
と
一
の
太
刀

塚
原
ト
伝
屋
敷
跡
下
之
川
塚
原

剣
聖
と
称
え
る
塚
原
ト
伝
は
常
陸
国
(
茨
木
県
)
の
古
い
家
柄
に

生
れ
、
生
涯
を
武
芸
の
修
行
に
つ
い
や
し
、
全
国
各
地
に
門
弟
指
導
の
た

め
の
道
場
を
も
っ
て
い
た
。
卜
伝
が
第
一

一
屈
の
修
行
に
出
た
、
大
永
二
年

(
一
五
二
二
)
さ
ら
に
第
三
一
回
目
弘
治
二
年
(
一
五
五
六
)
に
は
、
し
ば

ら
く
伊
勢
に
と
ど
ま
り
、
北
畠
具
教
公
に
唯
一
人
と
い
う
(
一
の
太
万
)

を
授
け
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
当
時
住
ん
で
い
た
の
が
、
こ
の
屋
敷
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
杉
山
に
な
っ
て
い
る
が
戸
井
戸
が
残
っ
て
い
る
。

以
上
、
山
田
流
の
遠
祖
と
も
お
も
わ
れ
る
勢
州
多
気
御
所
の
史
実
を
さ

ぐ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
山
田
久
兵
衛
尉
宗
金
、
朝
比
奈
角
右
衛
門

尉
正
以
外
の
人
物
の
手
が
か
り
が
つ
か
め
な
い
。
ま
た
、
山
田
流
が
遠
州

現
、
掛
川
市
南
西
郷
(
小
字
久
保
)
の
山
田
ヶ
谷
に
住
し
た
か
歴
史
的
流

れ
を
探
ぐ
ら
な
い
と
解
明
に
は
な
ら
な
い
。

山
田
流
の
流
祖
が
何
派
に
属
す
の
か
、
つ
か
め
な
い
。
山
田
流
の
由
来

書
の
中
に
弘
治
二
年
と
あ
る
年
は
、
塚
原
ト
伝
が
勢
州
に
住
し
、
指
導
に

あ
た
っ
て
い
た
時
代
に
あ
た
る
。
い
さ
さ
か
間
違
は
な
い
も
の
か
、
武
芸

派
事
典
の
編
者
、
綿
谷
雪
氏
、
山
田
忠
史
氏
に
紹
介
し
指
導
を
仰
ぐ
も
綿

谷
氏
は
逝
去
、
山
田
忠
史
氏
よ
り
の
便
り
で
は
、
山
田
流
は
時
代
か
ら
し

て
、
塚
原
卜
伝
流
(
新
当
流
)
を
北
畠
具
教
郷
が
一
の
太
万
を
受
け
つ
い

で
い
る
故
に
こ
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
山
田
流
は
筆
頭

者
が
、
山
田
久
兵
衛
尉
宗
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
流
祖
と
み
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
教
示
を
う
け
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
さ
ら
に
究
明
し
て
ゆ
く

つ
も
り
で
あ
る
。

つd

(朝比奈角右衛門の墓〉




